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料

は
し
が
き

資

一
九
九
五
年
度
か
ら
国
際
学
術
研
究
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
l
日

本
と
韓
国
の
比
較
研
究
を
通
じ
て
」
は
、
二
年
間
の
予
定
で
文
部
省
科
学

研
究
費
の
補
助
を
継
続
し
て
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
は
従
来
か
ら

の
法
哲
学
班
に
加
え
て
、
経
済
法
班
を
増
設
し
、
研
究
組
織
も
日
本
側
一

三
名
、
韓
国
側
九
名
の
計
二
二
名
に
拡
充
さ
れ
た
。
従
来
通
り
の
ペ

l
ス

で
九
五
年
度
に
は
日
本
名
古
屋
(
一

O
月
)
と
韓
国
ソ
ウ
ル
(
九
六
年
二

月
)
で
一
回
ず
つ
研
究
会
を
開
催
し
、
九
六
年
度
も
ソ
ウ
ル
(
一

O
月)、

札
幌
(
九
七
年
二
月
)
で
そ
れ
ぞ
れ
研
究
会
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
れ
で

相
互
訪
問
形
式
に
よ
る
研
究
会
は
通
算
で
九
回
目
を
数
え
る
。

さ
て
、
今
号
に
お
い
て
公
表
す
る
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
以

下
の
四
本
で
あ
る
。
①
千
葉
正
士
報
告
は
、
年
来
の
提
唱
に
か
か
る
非
西

洋
法
理
解
の
方
法
論
を
具
体
的
に
韓
国
法
と
日
本
法
研
究
に
適
用
す
る
こ

と
を
試
み
る
意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
。
両
国
を
漢
字
文
化
圏
と
概
括
し
た

上
で
法
に
つ
い
て
論
ず
る
と
い
う
試
み
は
学
界
初
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ

る
。
九
四
年
一
一
月
の
ソ
ウ
ル
で
の
研
究
会
で
報
告
さ
れ
、
九
五
年
秋
に

は
ご
入
稿
い
た
だ
き
な
が
ら
、
事
務
局
の
不
手
際
に
よ
り
公
表
が
か
く
も

大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
を
報
告
者
に
お
詫
び
し
た
い
。

②
金
哲
沫
報
告
、
③
中
村
陸
男
報
告
は
と
も
に
九
四
年
一
月
の
研
究
会

で
の
報
告
を
も
と
に
加
筆
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
o

も
と
よ
り
報
告
者
た

ち
は
い
ず
れ
も
日
韓
両
国
を
代
表
す
る
憲
法
学
者
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
こ

れ
ら
二
本
の
報
告
に
よ
り
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
両
国
の
西
洋
的
人

権
観
導
入
に
か
か
わ
る
比
較
を
的
確
に
烏
敵
で
き
る
。
金
報
告
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
韓
国
に
お
い
て
李
允
栄
教
授
追
慕
論
文
集
『
法
学
教
育
と
法

曹
改
革
』
(
韓
国
・
吉
安
社
、
一
九
九
四
年
)
に
収
め
ら
れ
て
公
表
さ
れ

て
い
る
も
の
を
今
回
、
岡
克
彦
氏
(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
手
)
に
翻
訳

し
て
い
た
だ
い
た
。
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④
高
湖
龍
論
考
は
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
を
お
許
し

い
た
だ
き
た
い
。
筆
者
、
高
均
龍
氏
は
我
々
の
研
究
組
織
の
一
員
で
は
な

い
が
、
九
六
年
七
月
、
北
海
道
大
学
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
際
、

二
度
に
わ
た
り
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
表
者
・

今
井
弘
道
を
は
じ
め
、
北
海
道
在
住
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
が
両
研
究

会
に
参
加
し
た
と
こ
ろ
、
吉
岡
氏
の
関
心
と
我
々
が
進
め
て
き
た
研
究
テ
ー

マ
に
相
互
に
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
九
六
年
八
月
に
今
井
、
鈴
木
、
岡

の
三
名
が
訪
韓
し
た
お
り
、
ソ
ウ
ル
に
お
い
て
高
氏
と
の
再
会
を
果
た
し
、

双
方
の
関
心
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
折
良
く
、
高
氏

が
コ
曲
目
奪
新
聞
』
九
六
年
八
月
二
七
日
に
公
表
し
た
コ
ラ
ム
の
存
在
を
知



り
、
こ
れ
が
日
韓
の
法
文
化
を
考
え
る
上
で
も
枠
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
で

あ
る
と
判
断
し
た
次
第
で
あ
る
。
日
本
を
熟
知
し
た
上
で
の
「
日
本
は
外

国
で
あ
る
」
と
の
結
論
は
含
蓄
深
い
。

(
文
責

鈴
木

賢

東アジア文化と近代法 (5) 
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